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（様式第４号）      真田地域協議会 会議概要 

１ 審議会名  真田地域協議会  

２ 日  時  令和元年 9月 24日（火） 午後 7 時 00分から午後 9時 00分まで 

３ 会  場  真田地域自治センター3階 301会議室 

４ 出 席 者  荒木克子 委員、内海清和 委員、金子幸恵 委員、倉嶌幸雄 委員、甲田忠夫 委員、

小林恵 委員、関千恵子 委員、中川ひろ子 委員、長崎理恵子 委員、半田令子 委

員、堀内節子 委員、松本規男 委員、皆川克彦 委員、宮島国彦 委員、柳沢泉委員、

柳澤治男 委員、横林岳 委員 

５ 市側出席者 山﨑センター長、塚田地域振興課長、杉山市民サービス課長 

桜井産業観光課長、宮沢建設課長、栁沢真田消防署長、 

市民まちづくり推進部 市民参加・協働推進課 宮澤清彦 課長、内藤睦人 係長 

宮崎課長補佐、若林主査、飯島主査、望月主任 

６ 公開・非公開等の別   公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

７ 傍聴者 0人   記者 0人 

８ 会議概要作成年月日  令和元年 10月 4日 

協 議 事 項 等 

会議次第 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ センター長あいさつ 

 

４ 協議事項 

  (1)「地域協議会の見直し(案)について」 説明者：市民参加協働推進課 宮澤課長、内藤係長 

   (内藤係長から今回の意見聴取の趣旨と地域協議会の見直し案についての説明) 

  意見質問 

  (委員１)確認だが、現状の規定では地域協議会委員数は「20 人」なのか「20 人以内」なのか。 

(宮澤課長)規定では「20 人以内」となっているが、現在は全ての地域協議会に 20 人の委員が選出さ

れている。今後は地域の実情に応じて人数を決めていただければと思う。 

(委員１)それでは今回の変更事項は旧上田地域の６協議会を１つにまとめるという事のみで良いか。 

(宮澤課長)そのとおり。条例上の変更はない。 

 

  (委員２)真田地域協議会ではこれまで多くの意見書などを出してきたが、近年はほとんど意見書を出

していない。真田では毎月行っている調査研究もやらなくなると、わがまち魅力アップの審査な

ど年数回程度になってくるが、わがまち魅力アップ事業自体も今年で廃止となる。諮問のみなど

になると真田地域でも協議会開催数は少なくなる。真田地域では地域課題の調査研究と、住民自

治組織への評議委員という立場で継続しているがそのあたりはいかがか。 

  (宮澤課長)真田の住民自治組織は手上方式で、地域で活躍されている方が参加をして課題解決をされ

ていると聞いている。一方他地域では住民自治組織自体が自治会を中心として組織されているこ

とが多く、地域の課題がそのまま住民自治組織の取り組む課題として出てくる傾向がある。そう

なると地域協議会と住民自治組織でやっていることは同じじゃないかという声も出てくる。特に

上田地域ではそのような声が多く、地域協議会では調査研究をやめてわがまち魅力アップ応援事

業の審査や諮問等のみになっている。 
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しかしながら地域協議会は条例設置されているので簡単になくしてしまうというわけにはいか

ない。これから 5 年後 10 年後に住民自治組織が地域協議会に代わる組織になってきたとき、地

域協議会をなくすという話は出てくるかもしれないが、現時点ではそうはなっていないし、真田

地域協議会のように調査研究をしっかり行っていただいている地域もある。見直し案は地域協議

会を廃止するというものではなく、まずは上田地域を段階的に縮小するというもの。他地域にお

いても合意を経て将来的には地域協議会の廃止という話にもなるかもしれないため、これが最終

的な形というわけではない。 

     

  (委員３)現在の地域協議会委員の 20 人という数字は何か根拠があるものなのか。根拠の有無により

人数を減らすなどの検討ができると思う。 

  (宮澤課長)この場で人数決定の根拠についてはお答えできず申し訳ない。条例で 20 人以内とした根

拠については確認させていただき、わかれば次回までにお示しする。 

 

 *委員は 10 月 4 日までに「地域協議会の見直し(案)について意見報告書」を事務局に提出。 

 *会長、副会長と事務局で会議中の意見と意見報告書のまとめについて事前に協議の上「意見書(案)」

を作成し、次回 10 月 23 日地域協議会において委員の皆さんに諮ることとする。 

 

５ 報告・確認事項 

(1) 次回協議会開催日時の確認 

令和元年 10 月 23 日(水) 午後 7 時から開催 

(2) その他 

（事務局） 

①わがまち魅力アップ応援事業第 3 回目募集に対して継続事業 1 件の応募があったため、次回協議

会開催の際には応募者からプレゼンテーションをしてもらう予定である。 

 ②配布資料として、「地域協議会の見直し(案)について」意見報告書、人権を考える市民の集いの

チラシ、丸子地域協議会だより、武石地域協議会活動日誌の写しを配布した。また真田の郷まち

づくり推進会議から資料 3 部をお預かりしたのでそれぞれ目を通して欲しい。 

 

５ 閉会 

・全体会終了後に第一分科会、第二分科会に分かれて協議。 

 


